
社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 

市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制

の強化等に向けたワーキンググループ（第５回） 資料３ 

平成 30年 12月 7日 

 

1 

 

○児童福祉法 （昭和２２年法律第１６４号）（抄） 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の

規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の

把握を行うものとする。 

 

○児童虐待の防止等に関する法律 （平成１２年法律第８２号）（抄） 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたと

きは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員

その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置

を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号

の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項

の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項

の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ

通知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若

しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談

所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、

当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応

じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委

託して、当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定によ

る通告を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号に

おいて「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道

府県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第

三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に

規定する地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ど

も・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業その他市町

村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の

実施に係る市町村の長へ通知すること。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時保

護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。 
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○児童相談所運営指針（平成２年３月５日付け児発第 133号厚生省児童家庭局長通知）（抜粋） 

第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務 

第３節 調 査 

１・２ （略） 

３．調査の開始 

調査の開始及び担当者は原則として受理会議を経て決定する。ただし、緊急の場合、巡回相談

中の受付の場合等においてはこの限りでない。 

虐待通告（「送致」を含む。）を受けた場合であって、安全確認を必要と判断される事例につい

ては、速やかに緊急受理会議を開催し、緊急性など個々の事例の状況に応じて、安全確認の実施

時期、方法等の対応方針を決定する。 

なお、安全確認は、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、子どもを直接目視す

ることにより行うことを基本とし、他の関係機関によって把握されている状況等を勘案し緊急性

に乏しいと判断されるケースを除き、通告受理後、各自治体ごとに定めた所定時間内に実施する

こととする。当該所定時間は、各自治体ごとに、地域の実情に応じて設定することとするが、迅

速な対応を確保する観点から、「４８時間以内とする」ことが望ましい。 

また、こうした初期対応のほか、必要に応じて、後日、追加的なアセスメントを適切に実施す

る。 

４～６ （略） 

 

○子ども虐待対応の手引き（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知）

（抜粋） 

第４章 調査及び保護者と子どもへのアプローチをどう進めるか 

１． 調査（安全確認）における留意事項は何か 

（１）～（４） （略） 

（５）調査（安全確認）に際しての留意事項 

① 調査の迅速性の確保 

虐待は子どもの生命に関わる問題であり、迅速かつ的確な子どもの安全確認を行う必要が

ある。このため、児童虐待防止法において、虐待通告を受けた場合には速やかに子どもの安

全確認等を行うことが義務づけられている。（児童虐待防止法第８条第３項）。 

なお、安全確認は、市区町村職員や児童相談所職員又は市区町村や児童相談所が依頼した

者により、子どもを直接目視することにより行うことを基本とする。児童相談所に関しては、

通告受理後の各自治体で定めた所定時間内に実施する。ただし、他の関係機関によって把握

されている状況等を勘案して、緊急性に乏しいと判断されるケースを除く。当該所定時間は、

各自治体で地域の実情に応じて設定するが、迅速な対応を確保する観点から、48時間以内と

することが望ましい。 

また、土日祝日などの閉庁日や夜間などにおいても、必要により安全確認と調査等が行え

る体制を確保することが肝要である。 

  ②～⑦ （略） 


